
中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

１．特記仕様書記載例

（１）調達検討資材を含む対象工事において、以下の記載例を参考に、特記仕様書に本

運用の対象であることを記載するものとする。既契約工事においては、特記仕様

書記載例により受注者に指示を行うことと、調達検討資材は受発注者間で協議の

上、設定すること。

特記仕様書記載例

第○条 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

１．本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由

来とする建設資材（以下､｢調達検討資材｣）の調達に必要となる経費（以下、｢別途調

達経費｣）について、設計変更を行う対象工事である。

２．受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督

職員と別紙により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

①調達検討資材の代替資材を調達した場合

 （代替資材の比較検討を行ったものに限る）

②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

（見積参考図書等に調達先等を示している場合に限る）

③調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

３．受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出す

るものとし、その別途調達経費の妥当性について証明すること。その妥当性が確認で

きた場合、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

（２）単価適用年月、単価適用地区については、入札時の設計条件を明示する。

（３）設計数量については、設計図書（数量総括表や図面等）に記載された数量を明示

することを基本とする。

なお、設計図書に数量が明示されていない資材については、関連する資材から、

一般的な換算値を用いて算出し明示するものとする。（例：塗料用シンナーにつ

いて、使用する塗料の標準的な希釈率を基に算出）

２．妥当性の確認方法

（１）調達検討資材の代替資材を調達した場合

・調達検討資材の入手見込みが無い場合、受注者は調達可能な代替資材を複数検

討し、それらの見積を徴収し、監督職員にその写し及び協議書（別紙）を提出

した上でと協議する。



・監督職員は経済性及び工期等を総合的に判断し、代替資材を決定する。

・受注者は決定した代替資材において、他２社以上の見積を徴収し、監督職員に

その写し及び協議書（別紙）を提出する。ただし、これらの見積において「対

応不可」「見積不可」等の辞退書が提出され、見積が１社であってもよいもの

とする。その場合は辞退書の写しを提出すること。

・徴収した見積のうち、最も経済性に優れる価格を設計変更に用いる価格とする。

（２）調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

・見積参考図書及び特記仕様書に調達先及び運搬距離等が記載されているものに

おいて、設計で想定している調達先で資材を調達できない場合、受注者は監督

職員に申し出るものとする。

・監督職員は設計で想定している調達先で資材を調達できないことを問い合わせ

る。

・設計で想定している調達先で資材を調達できないことを確認できた場合、その

旨を受注者に伝える。

・受注者は設計で想定している調達先以外の調達先の見積を 3社以上徴収し、監

督職員にその写し及び協議書（別紙）を提出する。ただし、これらの見積にお

いて「対応不可」「見積不可」等の辞退書が提出され、見積が１社であっても

よいものとする。その場合は辞退書の写しを提出すること。

・徴収した見積のうち、最も経済性に優れる価格を設計変更に用いる価格とする。

（３）調達検討資材を調達した場合

・調達検討資材において、調達予定金額が設計単価よりも高いと想定される場

合、受注者は調達予定先も含めた 3社以上の見積を徴収し、監督職員にその写

し及び協議書(別紙)を提出する。ただし、これらの見積において「対応不可」

「見積不可」等の辞退書が提出され、見積が１社であってもよいものとする。

その場合は辞退書の写しを提出すること。

・徴収した見積のうち、最も経済性に優れる価格を設計変更に用いる価格とする。



３．積算方法

（１）設計変更は、精算変更時（指定部分がある場合には、その指定部分の精算変更時）

に行うことを基本とする。

（２）設計変更を行う対象数量の考え方は以下のとおりとする。ただし、既済部分につ

いて出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来

高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。

証明された数量と対象数量の考え方

証明数量＜設計図書の数量 → 設計変更不可。

設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量

設計数量＜証明数量 → 設計変更可。対象数量は設計数量

注）設計図書の数量：設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量※

設 計 数 量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量）

証 明 数 量：受注者から証明された数量

※精算変更見込み数量を考慮すること。

換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換算

値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を決定

すること。

（３）設計変更に用いる単価は、「２ 妥当性の確認方法」のとおりとし、納品後に納

品書等の証明書類を提出する。

（４）別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。

材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変更を

行うこと。

土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初入札時

点での実勢価格と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。

（５）変更契約額は落札率を乗じること。

（６）本通知に基づく設計変更内容は、工事請負契約書第 26 条（スライド条項）の対

象外とする。

４．工期

 設計変更に伴って必要となる工期は、適切に変更を行うこと。



特記仕様書 別紙（協議書）

（１）調達検討資材の代替資材を調達した場合

調達検討資材の納入見込みが立たないため、下記のとおり協議します。

協議により決定した代替資材において、下記のとおり協議します。

（２）調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

調達検討資材において、見積参考図書（又は特記仕様書）に記載されている想定調達先

から調達できないことから、下記のとおり協議します。

資材名 仕様・規格 設計数量 見積先 納入予定時期 見積価格

Ex
塩化ビニル管 φ〇〇mm 〇〇ｍ

〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ

（３）調達検討資材を調達した場合

調達検討資材における調達予定金額が設計単価よりも高いと想定されるため、下記のと

おり協議します。
資材名 仕様・規格 設計数量 見積先 納入予定時期 見積価格

Ex
塩化ビニル管 φ〇〇mm 〇〇ｍ

〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ

資材名 仕様・規格 設計数量 代替資材 仕様・規格 代替資材

数量

納入予定

時期

見積価格

Ex
塩化ビニル管 φ〇〇mm 〇〇ｍ

〇〇管 φ〇〇mm 〇ｍ R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇管 φ〇〇mm 〇ｍ R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇管 φ〇〇mm 〇ｍ R〇.〇月 〇〇円/ｍ

代替資材名 仕様・規格 設計数量 見積先 納入予定時期 見積価格

Ex
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ〇〇mm 〇〇ｍ

〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ
〇〇社 R〇.〇月 〇〇円/ｍ


